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１ 医療計画とは
（１）医療計画の性格
（２）国が示す医療計画の概要
（３）医療を取り巻く今後の見込み等

３ 第８次神奈川県保健医療計画について
（１）庁内の検討体制
（２）策定スケジュール
（３）医療計画の策定にかかる手順
（４）第８次保健医療計画の項目案

３ 第８次神奈川県保健医療計画の薬務関係部分について

本日のご説明

〇薬務関係の主要項目
（１）災害時医療
（２）薬剤師の確保
（３）かかりつけ薬剤師・薬局の普及
（４）血液確保対策と適正使用対策

〇その他関係項目
（ア）新興感染症
（イ）在宅医療
（ウ）総合的な医療安全

対策の推進
（エ）医療・薬局機能情報

の提供
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１ 医療計画とは
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（１）医療計画の性格

〇 計画の性格
・ 医療法第30条の４第１項の規定に基づき策定する
法定計画であり、都道府県の保健医療システムの目指
すべき目標と基本的方向を明らかにするもの

〇 計画期間
・ ６年間



１ 医療計画とは

（２）国が示す医療計画の概要
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第８次計画から、新たな事業と
して「新興感染症」が追加



（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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（３）医療を取り巻く今後の見込み等
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３ 第８次神奈川県保健医療計画について
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（１）庁内の検討体制

○ 第７次計画策定経緯を踏まえ、疾病・事業ごとの既存会議体を活用して検討・議論し、
神奈川県保健医療計画推進会議で全体の取りまとめ（議論）を行うことを基本とする。



16

【参考】神奈川県保健医療計画推進会議委員

神奈川県保健医療計画推進会議は、関係団体の代表者、学識経験者、市町村、
公募委員等で構成

氏名 所属／役職 氏名 所属／役職

鈴木　紳一郎 神奈川県医師会副会長 井出　康夫 神奈川県社会福祉協議会常任理事

戸塚　武和 横浜市医師会会長 矢野　裕美
特定非営利活動法人神奈川県消費者の会
連絡会代表理事

岡野　敏明 川崎市医師会会長 須藤　夏樹 公募委員

小松　幹一郎 相模医師連合会 井伊　雅子 一橋大学大学院教授

窪倉　孝道 神奈川県病院協会副会長 松原　由美 早稲田大学教授

大野　史郎 神奈川県精神科病院協会副会長 原田　浩一郎 横浜市医療局長

千葉　容太 神奈川県歯科医師会常務理事 小泉　裕子
川崎市健康福祉局保健医療政策部
医療政策担当部長

橋本　真也 神奈川県薬剤師会副会長 三森　倫
相模原市健康福祉局保健衛生部長
（兼)保健所長

長場　直子 神奈川県看護協会専務理事 新比叡　明
神奈川県都市衛生行政協議会
(大和市健康福祉部長）

奈良﨑　修二 健康保険組合連合会神奈川連合会会長 植地　直子
神奈川県町村保健衛生連絡協議会
(大磯町町民福祉部長）

長野　豊 全国健康保険協会神奈川支部支部長
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（２）策定スケジュール
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（３）医療計画の策定にかかる手順
第19回第８次保健医療計画
に関する検討会 資料
（令和4年11月24日）
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第１部 総論

第１章 基本的事項
第２章 神奈川県の保健医療の現状
第３章 保健医療圏と基準病床数

第２部 各論

第１章 事業別の医療体制の整備・充実
第２章 疾病別の医療連携体制の構築
第３章 未病対策等の推進
第４章 地域包括ケアシステムの推進
第５章 医療従事者等の確保・養成
第６章 総合的な医療安全対策の推進
第７章 県民の視点に立った安全・安心で質の高い医療体制の整備
第８章 個別の疾病対策等

第３部 地域医療構想
第４部 計画の推進（計画の推進体制等）
第５部 別冊

（４）第８次保健医療計画の項目案
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本日御議論いただきたいこと
第８次神奈川県保健医療計画について
薬務行政に関わる下記４項目の素案を作成したので、
御意見を賜りたい。

〇主要項目
（１）災害時医療
（２）薬剤師の確保・養成
（３）かかりつけ薬剤師・薬局の普及
（４）血液確保対策と適正使用対策

〇その他関係項目（御説明のみ）
（ア）新興感染症
（イ）在宅医療
（ウ）総合的な医療安全対策の推進
（エ）医療・薬局機能情報の提供
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３ 第８次神奈川県保健医療計画の
薬務関係部分について
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（１）災害時医療

１．保健医療福祉調整本部の設置等について

－大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について－

国通知における記載
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（１）災害時医療

－災害時における医療体制の構築に係る指針－

第１ 災害医療の現状

国通知における記載
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（１）災害時医療

改定のポイント

• 国通知に「災害薬事コーディネーター(災害薬事Ｃｏ)」
が明記された
※先進的な都道府県の取組事例を参考
（設置都道府県数 １７／４７）

• 災害時医療の体制をどのように構築するかは、都道府県
の状況により異なる

⇒本県に適した災害薬事Ｃｏの役割や体制について整理す
るため、関係団体等との検討や調整を行う必要がある

• 災害薬事コーディネーターの活用について、
県と関係団体で検討していく旨、新たに記載する

災害医療対策会議
で議論・検討

素案 資料２－２ P6,7



25

３ 医師の確保及び医療従事者（医師を除く。）の確保

国通知における記載

（２）薬剤師の確保・養成

－医療計画について－



（２）薬剤師の確保・養成

７ 医師の確保及び医療従事者（医師を除く。）の確保
－医療計画作成指針－
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（２）薬剤師の確保・養成

• 国通知（医療計画）に薬剤師確保の記載が追加
・薬剤師の従事先には地域偏在や業態偏在
・病院薬剤師の確保が喫緊の課題

• 国から薬剤師偏在指標が示される
・県全体では薬剤師多数県だが、薬局は多数県、
病院薬剤師は少数県

・二次保健医療圏別に見ても、地域毎に偏在指標の差がある
• 国通知「薬剤師確保計画ガイドライン」により、
薬剤師確保計画の考え方が示された

⇒偏在指標や県病院薬剤師会の調査を踏まえ、実態調査を
行うことにより、薬剤師確保の課題整理や確保策の検討
を行う必要がある

改定のポイント
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（２）薬剤師の確保・養成

薬剤師確保に関する内容を追加し、全体の記載を整理
• 県内の薬剤師の状況について、薬剤師の数に加え、
県内の薬剤師偏在指数による、偏在状況を記載
（二次保健医療圏別、業態別（薬局・病院））

• 薬剤師確保について、課題や施策の方向性を記載
･･地域の実情に応じた取組を検討するため、
各地域の薬剤師の就労状況の実態を把握する
→ 先ずは不足が懸念される病院薬剤師について、

実態把握、課題整理、施策の検討・実施
･･薬剤師確保計画ガイドラインを基に、確保策の検討

• 引き続き、地域医療を担う薬剤師の養成を推進

素案 資料２－２ P14～
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3 5疾病・５事業及び在宅医療のそれぞれに係る医療連携体制

国通知における記載

－医療計画作成指針－

（３）かかりつけ薬剤師・薬局の普及
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７ 医師の確保及び医療従事者（医師を除く。）の確保
イ 薬剤師

－医療計画作成指針－

（３）かかりつけ薬剤師・薬局の普及
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（３）かかりつけ薬剤師・薬局の普及

• かかりつけ薬剤師・薬局の普及を従来から推進
• かかりつけ機能を有する認定薬局制度なども開始
• 一方、世論調査では、かかりつけ薬剤師・薬局の普及
が進んでいない調査結果

⇒引き続き、普及啓発に取組む必要がある

従来の記載に下記内容を加え、更なる取組を推進する
• かかりつけ薬剤師・薬局の理解を広げるため、その役割や
機能について全体的な説明を追加

• 認定薬局等の普及定着に関する記載を追加
• 薬局薬剤師ＤＸの動向にも触れた

改定のポイント

素案 資料２－２ P22～
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（４）血液確保対策と適正使用対策

• 献血推進計画を毎年度策定し、運用
• 県内の献血者数は微増し、目標を概ね達成している
• 一方、若年層の献血者は減少
• 全国的にも今後の献血可能人口は減少を予測

⇒引き続き、血液の確保や適正使用に向けた取組を推進
する必要がある

• 関係機関との連携による献血者の確保及び若年層への
普及啓発を推進

• 血液製剤の使用状況や課題等の共有による適正使用の
推進

改定のポイント

素案 資料２－２ P25～
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その他関係項目（御説明のみ）
※関係会議体で検討・議論等されているもの
※その他主要項目以外のもの

（ア）新興感染症
（イ）在宅医療
（ウ）総合的な医療安全対策の推進
（エ）医療・薬局機能情報の提供
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（ア）新興感染症

• 新型コロナウイルス感染症への対応の教訓を踏まえ、
感染症予防法が改正され、医療提供体制の確保に関す
る基本方針が改定された

• 新興感染症の発生・まん延時における医療提供体制の
確保について、事前に県と薬局が協定を締結すること
となった

• 「新興感染症」について新たに章立て
• 新興感染症の発生・まん延時における、医療提供体制の
確保や薬局との協定締結について記載

感染症対策協議会
で議論・検討改定のポイント

素案 資料２－２ P30～
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（イ）在宅医療 （薬局関係）

• 地域包括ケアシステムの構築を目指し、在宅医療の提供
体制強化を行ってきたところ

• 県内の訪問薬剤管理指導を受けている患者数は年々増加
しており、全国平均（人口10万対）を上回っている

• 一方、今後も在宅医療の需要増加は見込まれる

• 引き続き、在宅医療の推進に係る取組を継続し、在宅医療
提供体制の充実を図る
･･在宅医療に係る課題の抽出や施策検討の取組を推進
･･薬剤師への在宅医療に関する各種研修の実施

在宅医療対策推進協
議会等で議論・検討改定のポイント

素案 資料２－２ P37～,P41～
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（ウ）総合的な医療安全対策の推進

• 県・保健所設置市では、薬局等への定期的な立入検査
等により、適正な業務体制の確認・指導を実施

• 医薬品の適正使用による医療安全を確保するためには、
今後も継続して取り組む必要がある

• 引き続き、医薬品の適正使用による医療安全を確保
するための取組を実施する

改定のポイント

素案 資料２－２ P47～
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（エ）医療・薬局機能情報の提供

• 医療・薬局機能情報について、「かながわ医療情報検
索サービス」により、県民へ情報提供

• これまで県が公表していたが、令和６年度からは国が
運営する新システムに移行

• 県民への情報提供は県の責務のため、県民への適切な
薬局機能情報の提供が必要

• 引き続き、県民への適切な薬局機能情報の提供を推進
する

改定のポイント

素案 資料２－２ P51～
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以上です。
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